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Ⅰ 計画策定の趣旨 

 

１ 背景 

かずさ水道広域連合企業団は、君津広域水道企業団と近隣４市の行う水道事業を統

合し、平成３１年１月２１日に設立されました。 

かずさ水道広域連合企業団では、「次世代育成支援対策推進法」（平成１５年法律第

１２０号。以下「次世代法」という。）に基づき、職員を雇用する事業主としての立

場から、職員の仕事と家庭の両立を推進するため、また、「女性の職業生活における

活躍の推進に関する法律」（平成２７年法律第６４号。以下「女性活躍推進法」とい

う。）に基づき、女性の職業生活における活躍を推進し、豊かで活力ある社会の実現

を図ることを目的に、平成３１年４月にかずさ水道広域連合企業団特定事業主行動計

画を策定、令和３年３月に第２期計画を策定し、計画的な取組みを行ってまいりまし

た。 

第２期計画は令和８年３月３１日で計画期間を終えるため、その趣旨を継承し、男

女の別を問わず家庭生活における活動について自らの役割を果たしつつ、職業生活を

行うことで、次世代の育成と女性の活躍を一体的に推進していくという観点から、次

世代法第１９条及び女性活躍推進法第１９条の規定に基づく第３期特定事業主行動計

画をここに策定するものです。 

 

２ 計画の目的 

職員が仕事と子育ての両立を図ることができるよう、また、女性の個性と能力が十

分に発揮される環境づくりを目指し、優先的に取り組むべき課題に明確な目標を設定

したうえで、改善に向けた取組内容を定めるものです。 

 

３ 計画改定の取組 

令和７年に行われた女性活躍推進法の改正の趣旨や経済社会環境の変化を踏まえ、

地域の民間企業をリードする実効性の高い行動計画の策定を目指し、改定に取り組み

ました。 
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Ⅱ 計画の概要 

 

１ 計画期間 

令和８年４月１日から令和１３年３月３１日までの５年間 

計画期間はおおむね２年間から５年間に区切ることが望ましいとされています。当

広域連合企業団では長期的に目標達成に向けて努めていくこととし、計画期間を５年

間としますが、行動計画の進捗を検証しながら、必要に応じ改定を実施します。 

 

２ 策定主体（特定事業主） 

かずさ水道広域連合企業団 広域連合企業長 

 

３ 計画の推進体制 

本計画を効果的に推進するため、総務課人事給与班を推進担当事務局とし、推進担

当事務局は、本計画の実施状況を把握したうえで、その後の対策の実施や計画の見直

しを図るとともに、必要な公表を行います。 

また、推進担当事務局は、庁内ホームページの活用等により本計画を広く職員に周

知するとともに、各所属が協力してその推進に当たるよう努めるものとします。 

 

４ 計画の実施状況の把握、点検、公表 

本計画の実施状況については、毎年度、把握、点検を行い、その結果をその後の対

策や見直しに反映させる等、計画（Plan）、実行（Do）、評価（Check）、改善（Act）

のサイクル（PDCA サイクル）の確立に努めます。 

また、計画の実施状況や女性活躍推進法に基づく女性の職業選択に資する情報を、

かずさ水道広域連合企業団の公式ホームページへ掲載することにより公表します。 

 

Ⅲ 具体的な内容 

 

本計画においては、次世代育成支援及び女性の活躍を推進するための職場環境の整備を

組織全体で推進していくため、これまで進めてきた取組みを継続・充実させるとともに、

女性の活躍推進に当たっては、法令に基づき当広域連合企業団における女性職員の活躍に

関する状況を把握・分析し、最も大きな課題に対応するための取組みを行っていきます。 



- 3 - 

１ 次世代育成支援に関する事項 

⑴ 勤務環境の整備に関する事項 

① 妊娠中及び出産後における配慮 

ア 母性保護及び母性健康管理を適切かつ有効に実施するため、妊娠中及び出産

後の職員に対して、令和７年９月に作成した「育児・看護のための両立支援ハ

ンドブック」を活用し、面談等を通じて次の制度等について周知します。 

(ｱ) 危険有害業務の就業制限 

(ｲ) 深夜勤務及び時間外勤務の制限 

(ｳ) 保健指導又は健康診査を受けるための特別休暇 

(ｴ) 通勤緩和のための特別休暇 

(ｵ) つわりによる特別休暇 

イ 妊娠中の職員の健康や安全に配慮し、各所属において業務分担の見直しを行

います。 

ウ 出産費用の給付等の経済的な支援措置について周知します。 

 

② 男性の子育て目的の休暇の取得促進 

ア 男性の子育て目的の特別休暇について周知徹底し、取得促進を図ります。 

イ 男性の子育て目的の特別休暇の取得について、職場における理解が得られる

ための環境づくりを行います。 

 

③ 育児休業等を取得しやすい環境の整備等 

ア 男性の育児休業、育児短時間勤務及び部分休業（以下「育児休業等」とい

う。）の取得促進 

男性も育児休業等を取得できることについて周知する等、男性の育児休業等

の取得を促進します。 

イ 育児休業等の周知 

育児休業等の制度の趣旨及び内容や経済的な支援措置について、職員に対し

て周知します。 

ウ 育児休業等を取得しやすい雰囲気の醸成 

育児休業等に対する職場の意識改革を進め、育児休業等を取得しやすい雰囲

気を醸成します。 
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エ 育児休業等を取得した職員の円滑な職場復帰の支援 

育児休業等を取得している職員が円滑に職場に復帰できるよう、業務に関す

る情報提供を行うとともに、職場復帰に際して面談その他の必要な支援を行い

ます。 

オ 育児休業等を取得した職員の代替要員の確保 

職員から育児休業等の請求があった場合に、各所属における業務分担の見直

しだけで業務を処理することが難しいときは、会計年度任用職員の活用を図り

ます。 

カ 子育てを行う女性職員の活躍推進に向けた取組 

子育てを行う女性職員の活躍推進に向けて、次の取組を実施します。 

(ｱ) 女性職員を対象とした両立支援制度を利用しやすい環境の整備及びキャリ

ア形成の支援 

(ｲ) 管理職等を対象とした意識啓発等及び女性職員の活躍推進や仕事と生活の

調和の推進に関する研修等 

 

④ 時間外勤務の縮減 

ア 小学校就学の始期に達するまでの子どものいる職員の深夜勤務及び時間外勤

務の制限の制度の周知 

小学校就学の始期に達するまでの子どもを育てる職員に対して、仕事と家庭

の両立を支援するための深夜勤務及び時間外勤務の制限の制度について周知し

ます。 

イ 事務の簡素合理化の推進 

業務量の見直し、ＯＡ化の計画的な推進による事務の効率化、外部委託によ

る事務の簡素化、事務処理体制の見直しによる適正な人員の配置及び年間を通

じた業務量の平準化を推進します。 

ウ 時間外勤務の縮減のための意識啓発等 

管理職をはじめとする職員全体で時間外勤務の縮減のための取組の重要性に

ついて認識を深めるとともに、安易に時間外勤務が行われることのないよう意

識啓発等の取組を行います。 

エ 勤務時間管理の徹底等 

職員の勤務状況の的確な把握、各所属の実情に応じた縮減目標の設定など、
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勤務時間管理の徹底を図ります。 

 

⑤ 休暇の取得の促進 

ア 年次休暇の取得の促進 

計画的な年次休暇の取得促進を図るため、各所属において業務を計画的に実

施すること、事務処理において相互応援が出来る体制を整備すること等に取り

組み、年次休暇を取りやすい雰囲気の醸成や環境整備を行います。 

イ 連続休暇等の取得の促進 

ゴールデンウィーク期間、夏季等における連続休暇、職員及びその家族の誕

生日等の記念日や子どもの学校行事等、家族との触れ合いのための年次休暇等

の取得の促進を図ります。 

ウ 子どもの看護のための特別休暇の取得の促進 

子どもの看護のための特別休暇について、職員に周知を図るとともに、休暇

の取得を希望する職員が、円滑に取得できる環境を整備します。 

 

⑥ 不妊治療を受けやすい職場環境の醸成等 

職員が働きながら不妊治療を受けられるよう、勤務時間、休暇その他の利用可

能な制度の周知や管理職に対する意識啓発等を通じて、不妊治療を受けやすい職

場環境の醸成等を図ります。 

 

⑦ 職場優先の環境や固定的な性別役割分担意識等の是正のための取組 

職場優先の環境や固定的な性別役割分担意識等の働きやすい環境を阻害する職

場における慣行その他の諸要因を解消するため、管理職を含めた職員全員を対象

として、情報提供、研修等による意識啓発を行います。 

 

⑧ ハラスメントのない職場づくり 

セクシャルハラスメント、妊娠・出産等に関するハラスメント、育児・介護休

業等に関するハラスメント、パワーハラスメント等就業環境を害する問題が生じ

ないよう、情報提供、研修等による意識啓発を行います。 
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⑵ その他の事項 

① 子どもの体験活動等の支援 

子どもの多様な体験活動等の機会の充実を図るため、各種学習会等の講師、ボラ

ンティアリーダー等として職員の積極的な参加を支援すること等に取り組みます。 

 

② 子どもと触れ合う機会の充実 

保護者でもある職員の子どもと触れ合う機会を充実させ、心豊かな子どもを育

むため、子どもの通う保育所、幼稚園、学校等における行事に、職員が出来るだ

け参加できるよう配慮します。 

 

２ 女性活躍推進に関する事項 

⑴ 女性職員の登用に関する事項 

① 数値目標 

令和１３年度までに、管理職に占める女性職員の割合を令和６年度の実績

（０．０％）から１０ポイント引き上げ、１０．０％以上にします。 

 

② 取組内容 

ア 女性が就いたことの少ないポストへの積極的配置や、女性が行うことの少な

かった業務の割り当て等、女性職員の多様なキャリア形成に努めます。 

イ 女性職員を対象とした研修への参加を促進し、管理職に必要なマネジメント

能力の養成を行います。 

ウ 婦人科検診の受診の重要性を含めた健康上の課題に関する啓発を行うととも

に、女性が健康上の課題を相談しやすい環境を整えます。 

 

⑵ 長時間勤務の是正等の男女双方の働き方改革に関する事項 

① 数値目標 

管理職以外の職員の各月の平均超過勤務時間を、令和６年度の実績（月１０時

間）以下に縮減を図ります。 

 

② 取組内容 

 職員の勤務状況の的確な把握、各所属の実情に応じた縮減目標の設定など、勤 
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務時間管理の徹底を図ります。（再掲） 

 

⑶ 家事、育児や介護をしながら活躍できる職場環境の整備に関する事項 

① 数値目標 

ア 令和１３年度までに、男性職員の育児休業取得率を８５％以上にします。 

イ 毎年度、男性職員の育児参加のための休暇の５日以上の取得率を１００％に

します。 

 

② 取組内容 

ア 男性も育児休業等を取得できることについて周知する等、男性の育児休業等

の取得を促進します。（再掲） 

イ 育児休業等の制度の趣旨及び内容や経済的な支援措置について、職員に対し

て周知します。（再掲） 

ウ 育児休業等に対する職場の意識改革を進め、育児休業等を取得しやすい雰囲

気を醸成します。（再掲） 

エ 職員から育児休業等の請求があった場合に各所属における業務分担の見直し

だけで業務を処理することが難しいときは、会計年度任用職員の活用を図りま

す。（再掲） 

ォ セクシャルハラスメント、妊娠・出産等に関するハラスメント、育児・介護

休業等に関するハラスメント、パワーハラスメント等就業環境を害する問題が

生じないよう、情報提供、研修等による意識啓発を行います。（再掲） 


